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令和７年８月教育委員会会議（定例会）議事日程 

 

日時：令和７年８月２９日（金） 

午後２時から 

場所：市役所第二庁舎第２会議室 

 

開 会 

 

１ 議決事項 

  議案第１号 令和７年度四街道市一般会計補正予算（第４号）について 

        （教育委員会所管分） 

  議案第２号 財産の取得について 

  議案第３号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市立図書館協議会） 

  議案第４号 令和７年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和６年度対象）について 

 

２ 報告事項 

  （１）委員報告事項 

  （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

     （四街道市子ども読書活動推進計画策定委員会） 

  （３）事務局報告事項 

  （４）８月の行事報告及び９月の行事予定について 

 

３ その他 

 

閉 会 
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令和７年四街道市教育委員会会議 ８月定例会会議録 

 

日  時      令和７年８月２９日（金）  午後２時～午後２時３３分 

 

場  所      四街道市役所第二庁舎第２会議室 

 

出席委員      教 育 長  府川 雅司 

          委          員  小舘  修 

          委          員  豊田 恵子 

          委          員  秋山 伸子 

          委          員  三浦 光行 

 

出席職員      教 育 部 長  真田 裕之 

          教 育 部 副 参 事  長谷川 篤 

          教 育 総 務 課 長  笠松由紀子 

          学 務 課 長  飯村 典秀 

          指 導 課 長  伊藤 友江 

          社 会 教 育 課 長 補 佐  松崎 章子 

          文 化 ・ ス ポ ー ツ 課 長  仲田 鋼太 

          青少年育成センター所長  米村  貴 

 

傍聴人       なし 

 

 

 

開会宣言                                   教 育 長 

〇教育長 ただいまの出席者は５名です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第３項

の規定により会議は成立しましたので、令和７年８月四街道市教育委員会会議定例会を開会しま

す。 

 今回の会議録署名人は、教育委員会会議規則第26条により小舘委員にお願いいたします。 

 

１．議決事項 

  議案第１号 令和７年度四街道市一般会計補正予算（第４号）について 

        （教育委員会所管分） 

教育部 

〇教育長 それでは、議事日程により会議を進めます。 

 議事日程１、議決事項に入ります。 

 議案第１号 令和７年度四街道市一般会計補正予算（第４号）について（教育委員会所管分）を

議題とします。 
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 事務局より説明をお願いします。 

 長谷川副参事、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育部副参事 議案第１号 令和７年度四街道市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会所管

分）については、四街道市教育委員会行政組織規則第８条第３号の規定により、教育委員会の議決

を求めるものです。 

 本案は、令和７年度四街道市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会所管分）に同意すること

について、市長が令和７年第３回四街道市議会定例会に議案を提出するために、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第29条の規定により教育委員会の意見を求めるものであります。 

 補正予算について主なものをご説明いたします。資料１、令和７年度四街道市補正予算書（抜粋）

（教育委員会所管分）、８ページをお開きください。第３表、債務負担行為補正ですが、これは今

後債務を負担するため、期間及び限度額を設定し、承認を得るもので、教育部の案件は８、10、11

ページに記載のうち17件となっております。 

 ８ページの上から７段目、社会教育課、文化・スポーツ課及び他部の担当課と合算の事項として、

自家用電気工作物保安管理委託455万2,000円。 

 ８段目、教育総務課、文化・スポーツ課及び他部の担当課と合算の事項として、消防設備保守点

検委託924万円。 

 10ページをお開きください。上から11段目より順に、学務課の事項として、通学用バス借上料451

万5,000円。 

 続いて、指導課の事項としてプリンタ用消耗品購入（小中学校）836万4,000円、ＧＩＧＡ運用支

援委託117万7,000円、ＩＣＴ支援員業務委託2,814万4,000円、学習支援ソフト使用料2,219万8,000

円、11ページに移り、フィルタリングソフト使用料1,168万5,000円。 

 続いて、青少年育成センターの事項として、スクールカウンセラー業務委託303万5,000円。 

 続いて、教育総務課の事項として、自家用電気工作物保安管理委託（小中学校）566万8,000円、

エレベーター保守点検委託411万9,000円、小荷物専用昇降機保守点検委託74万3,000円、複写機等

用紙購入（小中学校）679万円、ＬＰガス購入675万円。 

 続いて、文化・スポーツ課の事項として、掘削業務委託116万円。 

 続いて、学務課の事項として、児童生徒教職員健康診断業務委託2,080万6,000円。 

 続いて、指導課の学校給食共同調理場の事項として、特Ａ重油購入496万円となります。 

 次に、歳入補正についてご説明します。12ページをお開きください。第４表、地方債補正の指導

者用端末整備事業の限度額5,600万円の追加は、各小中学校の教職員用ノートパソコンの購入に伴

い、デジタル活用推進事業債を活用することから追加するものです。 

 18ページをお開きください。17款県支出金、２項県補助金、７目教育費県補助金、１節教育総務

費補助金の部活動指導員配置事業補助金72万6,000円の減額は、補助金の交付決定によるものです。 

 その下、千葉県公立学校情報機器整備事業費補助金１億1,519万5,000円の減額は、財産の取得と

して議案でも提出させていただいておりますが、各小中学校の児童生徒用１人１台端末を更新する

ための県の共同調達先が決定し、購入するための単価が示されたことによるものです。 

 同款３項委託金、３目教育費委託金、１節保健体育費委託金の部活動地域移行実証事業委託金
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1,262万2,000円の減額は、千葉県との部活動の地域展開に向けた実証事業に係る契約の締結による

ものです。 

 22款諸収入、３項雑入、１目雑入、１節雑入の、学校給食費（現年度分）117万3,000円の増額は、

学校給食に係る食材料の価格の上昇に伴い、児童生徒以外の職員等から値上がり相当分の負担をい

ただくため補正するものです。 

 次に、歳出補正についてご説明します。42ページをお開きください。９款教育費、１項教育総務

費、３目教育研究指導費、学校情報機器維持管理事業の17節備品購入費のうち機械器具購入費35万

1,000円は、和良比小学校のアクセスポイント１か所を増設するため器具の購入、設置等を行うも

のです。 

 43ページに移ります。同款２項小学校費、１目学校管理費、小学校施設設備維持管理事業の12節

委託料の樹木剪定等委託料151万8,000円は、中央小学校、四和小学校及び栗山小学校の危険木対応

として枯れ枝の除去や伐採を行うもので、14節工事請負費の小学校施設維持補修工事1,123万1,000

円は、大日小学校の高圧引込ケーブルの更新工事及び四和小学校において、来年度、特別支援学級

が増となることに伴い、特別支援教室を整備するための工事を行うものです。 

 同款同項同目小学校施設管理事業の10節需用費の消耗品費117万2,000円は、児童用の机及び椅子

を修繕するための天板、ビス等を購入するもので、17節備品購入費の一般管理用備品購入費206万

8,000円は、四和小学校において来年度特別支援学級が増となることに伴い、ロッカー等を購入す

るものです。 

 同款３項中学校費、１目学校管理費、中学校施設設備維持管理事業の12節委託料の樹木剪定等委

託料283万8,000円は、四街道中学校、千代田中学校、旭中学校及び四街道西中学校の危険木対応と

して、枯れ枝の除去や伐採を行うもので、14節工事請負費の中学校施設維持補修工事3,352万8,000

円は、四街道中学校の防水工事及び四街道北中学校において来年度通常学級が増となることに伴

い、特別支援教室を整備し、教室数を増やすための工事を行うものです。 

 44ページに移ります。同款同項同目中学校施設管理事業の10節需用費の消耗品費50万9,000円は、

生徒用の机及び椅子を修繕するための天板、ビス等を購入するもので、17節備品購入費の一般管理

用備品購入費206万8,000円は、四街道北中学校において来年度通常学級が増となることに伴い、ロ

ッカー等を購入するものです。 

 45ページに移ります。同款４項社会教育費、６目青少年育成センター費、青少年育成センター管

理運営事業の12節委託料の新庁舎施設総合管理委託料９万9,000円は、新庁舎への移転が延期とな

ったことに伴い、今年度の青少年育成センターの管理委託する期間を２か月分追加するためのもの

です。 

 46ページに移ります。同款５項保健体育費、３目学校給食費、学校給食運営事業の１節報酬の一

般事務員報酬82万7,000円は、学校給食に係る事務を行う会計年度任用職員を雇用するためのもの

です。 

 10節需用費の賄材料費1,676万9,000円は、食材料の価格の上昇に対応するもので、児童生徒分に

つきましては、財源として物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用いたします。 

 17節備品購入費の学校給食用備品購入費16万5,000円は、栗山小学校の配膳台を更新するための

ものです。 

 このほか、職員人件費については、人事異動等の要因によりそれぞれ計上されております。 
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 また、それ以外の歳出予算のマイナス分については、契約額の確定等により整理を行ったもので

ございます。 

 説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいま説明がありました議案第１号について、質疑はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。討論はございますか。 

 ないようですので、採決を行います。 

 議案第１号 令和７年度四街道市一般会計補正予算（第４号）について（教育委員会所管分）は

原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

〇教育長 全員賛成により、議案第１号 令和７年度四街道市一般会計補正予算（第４号）につい

て（教育委員会所管分）は原案のとおり可決されました。 

 

  議案第２号 財産の取得について 

指導課 

〇教育長 次に、議案第２号 財産の取得についてを議題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 伊藤指導課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇指導課長 議案第２号 財産の取得については、四街道市教育委員会行政組織規則第８条第３号

の規定により、教育委員会の議決を求めるものです。 

 本案は、市長が令和７年第３回四街道市議会定例会に議案を提出するに当たり、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第29条の規定により、教育委員会の意見を求めるものです。 

 財産の表示は、学習者用コンピュータ等。取得金額は、２億9,517万3,901円。取得の相手方は、

千葉市稲毛区轟町４丁目８番19号、富士電機ＩＴソリューション株式会社千葉支店支店長、福永志

保でございます。 

 契約の概要等については、資料２－１、２－２、２－３のとおりです。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいま説明がありました議案第２号について、質疑はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。討論はございますか。 

 ないようですので、採決を行います。 

 議案第２号 財産の取得については、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

（全員賛成） 

〇教育長 全員賛成により、議案第２号 財産の取得については、原案のとおり可決されました。 
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  議案第３号 附属機関委員の委嘱について 

        （四街道市立図書館協議会） 

社会教育課 

〇教育長 次に、議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書館協議会）を議題と

します。 

 事務局より説明をお願いします。 

 松崎社会教育課長補佐、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇社会教育課長補佐 議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書館協議会）につ

いてご説明いたします。四街道市教育委員会行政組織規則第８条第11号の規定により、教育委員会

の議決を求めるものでございます 

 本案は、四街道市立図書館条例第８条第５項の規定により、図書館協議会委員を委嘱するため提

案するもので、任期は、令和７年９月１日から令和９年８月31日までの２年間です。 

 委員候補者については、資料３のとおりです。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいま説明がありました議案第３号について、質疑はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。討論はございますか。 

 ないようですので、採決を行います。 

 議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書館協議会）は、原案のとおり可決す

ることに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

〇教育長 全員賛成により、議案第３号 附属機関委員の委嘱について（四街道市立図書館協議会）

は、原案のとおり可決されました。 

 

  議案第４号 令和７年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和６年度対象）について 

教育総務課 

〇教育長 次に、議案第４号 令和７年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和６年度対象）

についてを議題とします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 笠松教育総務課長、お願いします。 

 

〈提案理由の説明〉 

〇教育総務課長 令和７年度教育委員会事務の点検・評価報告書について。 

 議案第４号 令和７年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和６年度対象）は、四街道市教

育委員会行政組織規則第８条第20号の規定により教育委員会の議決を求めるものです。 
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 本案は、地方行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により、教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、

公表するため提案するものです。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいま説明がありました議案第４号について、質疑はございますか。 

 ないようですので、討論に入ります。討論はございますか。 

 ないようですので、採決を行います。 

 議案第４号 令和７年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和６年度対象）については、原

案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

〇教育長 全員賛成により、議案第４号 令和７年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和６

年度対象）については、原案のとおり可決されました。 

 

２．報告事項 

 （１）委員報告事項 

 

〇教育長 次に、議事日程２、報告事項に入ります。 

 （１）、委員報告事項について、委員の皆様から報告等はございますか。 

 ないようですので、（１）、委員報告事項を終了します。 

 

 （２）教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について 

    （四街道市子ども読書活動推進計画策定委員会） 

 

〇教育長 次に、（２）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市子ども読書活

動推進計画策定委員会）を行います。 

 事務局より説明をお願いします。 

 伊藤指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 （２）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市子ども読書活動

推進計画策定委員会）に関して報告いたします。 

 資料５を御覧ください。四街道市子ども読書活動推進計画の第五次計画を策定するため、策定委

員会委員の委嘱をするものです。記載している方々にお願いすることになりました。任期は、令和

７年８月27日から令和９年３月31日までです。 

 以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から質問等はございますか。 

 ないようですので、（２）、教育委員会附属機関以外の委員等の委嘱について（四街道市子ども読
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書活動推進計画策定委員会）を終了します。 

 

 （３）事務局報告事項 

 

〇教育長 次に、（３）、事務局報告事項に入ります。 

 前回の定例会以降に実施した各所属の主な事業等の報告について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 笠松教育総務課長、お願いします。 

 

〇教育総務課長 教育総務課の所管事業についてご報告します。 

 小学校及び中学校施設設備維持管理事業では、夏休み中は特に大きな工事は入っておりませんで

したが、四街道小学校においては、長寿命化改良工事等に係る現地調査を実施しました。また四街

道西中学校においては、給食室空調改修工事等を行いました。 

 もうすぐ、２学期が始まります。２学期も様々な小規模工事を行う予定です。元気な子どもたち

が久しぶりに登校しますので、工事請負業者にはくれぐれも子どもたちの安全・安心に細心の注意

を図るよう、引き続き指導してまいります。 

 私からは以上です。 

 

〇教育長 飯村学務課長、お願いします。 

 

〇学務課長 学務課の所管事業について報告いたします。 

 小学校及び中学校学習教材整備事業では、７月29日から８月８日にかけて市内全ての小中学校で

教材用備品確認調査を行いました。令和６年度に購入した教材用備品及び備品台帳の管理状況につ

いて確認したところ、それぞれ適切に管理されており、有効活用されている状況でした。今後も計

画的な備品整備がされるよう指導してまいります。 

 健康診査事業では７月23日、８月７日の２日間で学校保健安全法15条に基づき、市内小中学校に

勤務する県費負担教職員を対象に、教職員健康診断を中央小学校を会場にして実施しました。結果

通知については９月上旬までに行う予定です。 

 私からは以上です。 

 

〇教育長 伊藤指導課長、お願いします。 

 

〇指導課長 指導課の所管事業について報告いたします。 

 読書活動活性化支援事業では、８月27日に第１回四街道市子ども読書活動推進計画策定委員会を

行いました。子ども読書活動の推進に当たっては、四街道市子ども読書活動推進計画に基づき、家

庭、地域、学校等が連携、協力して取組を進めています。このたび第五次計画を策定することにな

りました。９月に小中学校の児童生徒及びその保護者と高校生を対象に、読書に関するアンケート

を実施予定です。アンケート結果や現行の第四次計画の成果と課題を踏まえながら、事業を整理し、

より本市の現状に合った計画となるよう努めてまいります。 
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 学校給食運営事業では、８月26日に四街道市保健センターにおいて、知産知消の料理教室「よつ

っこキッチン」を開催し、22人の児童が参加しました。開催に当たっては、地域とのつながりを深

めていくため、愛国学園大学とも連携して行いました。今年度のテーマは「防災クッキング」とし、

地場産物を活用した災害時に役立つ料理を、コープみらいの活動サポーターの方々からご指導いた

だき、児童が食について考えるよい機会となりました。 

 私からは以上です。 

 

〇教育長 松崎社会教育課長補佐、お願いします。 

 

〇社会教育課長補佐 社会教育課所管事業について報告をいたします。 

 二十歳のつどい事業では、８月20日水曜日に二十歳のつどい実行委員会委嘱状交付式及び第１回

会議が開催されました。久しぶりに顔を合わせた同級生同士、談笑が絶えず、とても和やかな雰囲

気で会議が開会されました。今年度18名の方に教育長より委嘱状が交付され、役員選考や事前アン

ケート調査の結果を基に、二十歳のつどいの運営方法などについて意見を交わしました。 

 読書学習推進事業では、７月30日に「おってあそぼう」を実施しました。幼児から小中学生、大

人まで、27名の幅広い年代の方が参加され、それぞれに力作を完成させ、楽しい時間を過ごしまし

た。令和７年７月の貸出冊数は２万7,107冊でした。 

 私からは以上です。 

 

〇教育長 仲田文化・スポーツ課長、お願いします。 

 

〇文化・スポーツ課長 文化・スポーツ課の所管事業についてご報告いたします。 

 市民文化祭事業では、８月18日に市民文化祭第２回実行委員会を四街道公民館で開催し、ポスタ

ー、チラシの作成やバザー、模擬店の出店、体験教室の開催方法等について協議しました。 

 印旛郡市民スポーツ大会事業では、印旛郡市民スポーツ大会が７月12、13日に本市でテニス競技

と卓球競技が開催され、無事終了いたしました。今大会では、16競技22種目に選手、役員を派遣し、

バレーボール女子、ソフトテニス女子、卓球女子、ソフトボール男子の４種目で優勝し、総合３位

の成績を収めました。委員の皆様方におかれましては、猛暑の中、ご声援をいただきありがとうご

ざいました。なお、８月23日にふれあいプラザさかえで総合閉会式が開催されました。 

 私からは以上です。 

 

〇教育長 米村青少年育成センター所長、お願いします。 

 

〇青少年育成センター所長 青少年育成センターの所管事業について説明いたします。 

 青少年育成支援事業の相談活動として、７月の相談件数は64件ありました。そのうち不登校に関

する相談が半数以上となっています。また、７月23日には、千葉県下一斉合同パトロールを実施し

ました。青少年補導委員に加え、市内３校の高校生10名と引率職員、四街道警察署員にも参加して

いただき、駅周辺や大型店舗内等のパトロールや情報交換を行いました。参加してくれた高校生か

らは、「この活動に参加したことで、日頃ボランティア活動をしてくださっている地域の方々への
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感謝の気持ちがより強くなった」、「タバコの吸い殻が落ちていたこと以外は、平和で人の優しさ

を感じる街だと思った」などの感想をいただきました。今後も、市内の青少年にとって、より身近

な存在となる青少年育成センターを目指してまいります。 

 教育相談体制支援事業として、８月４日にいじめ防止に関する研修会を市内小中学校管理職１名

と生徒指導担当者１名を対象に開催しました。初めに、いじめの認知を丁寧に、そして積極的に行

うことや初期対応の大切さなどのいじめ防止に関する基本的な対応について研修し、その後は、い

じめの事例を基に、グループに分かれてよりよいいじめ対応について協議しました。研修で学んだ

ことを、それぞれの学校におけるいじめ撲滅やいじめの見落としゼロに向けた取組に生かしていけ

るよう指導助言を行ってまいります。 

 私からは以上です。 

 

【質疑応答】 

〇教育長 ただいまの報告について、委員の皆様から質問等はございますか。 

 ないようですので、（３）、事務局報告事項を終了します。 

 

 （４）８月の行事報告及び９月の行事予定について 

 

〇教育長 次に、（４）、８月の行事報告及び９月の行事予定についてに入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

 長谷川副参事、お願いします。 

 

〇教育部副参事 資料ナンバー６を御覧ください。８月の行事報告及び９月の行事予定について、

各所属の行事から主なものを抜粋してご説明いたします。 

 初めに、８月の行事について申し上げます。１ページを御覧ください。 

会議関係では、７日木曜日に文化・スポーツ課所管の音楽のつどい実行委員会が、また、13日水曜

日には青少年育成センター所管の市青少年補導委員連絡協議会理事会が行われています。 

 事業関係では、各種公民館事業、図書館事業のほか、20日水曜日には政策推進課及び青少年育成

センター共同による市おしごと体験イベントが、２ページに移りまして、26日火曜日には学務課所

管の養護教諭・保健主事合同研修会が実施されました。 

 続いて、９月の行事予定について申し上げます。３ページを御覧ください。 

 会議関係では、９日火曜日に、文化・スポーツ課所管の市民文化祭代表者会議（ダンスの部門）

及び（市民芸能部門）を、４ページに移りまして、30日火曜日に、指導課所管の教育支援委員会及

び文化・スポーツ課所管の市民文化祭役員会を予定しております。 

 事業関係では、各種公民館事業、図書館事業のほか、27日土曜日及び28日日曜日には、社会教育

課所管のちよだ公民館まつりが開催される予定です。 

 その他の行事については記載のとおりでございます。 

 以上でございます。 

 

【質疑応答】 
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〇教育長 ただいまの説明について、委員の皆様から質問等はございますか。 

 ないようですので、（４）、８月の行事報告及び９月の行事予定についてを終了します。 

 

３．その他 

 

〇教育長 次に、議事日程３、その他に入ります。 

 委員の皆様から何かございますか。 

 委員の皆様からはないようですので、事務局より何かございますか。 

 

〇教育部長 特にございません。 

 

〇教育長 ないようですので、その他を終了します。 

 

閉会宣告                                   教 育 長 

〇教育長 以上をもちまして、今定例会の議事日程は全て終了いたしました。 

 令和７年８月四街道市教育委員会会議定例会は、これにて閉会します。 

 次回の会議は、令和７年９月26日金曜日午後３時から、第２会議室にて定例会を開催します。 

 お疲れさまでした。 

 

 

 


